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「
混
合
診
療
」の
是
非
を
問
う
新
聞
記
事

で
、格
好
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー

を
見
つ
け
た
。特
に「
保
険
外
併
用
療
養
費
」制

度
へ
の
理
解
や
周
知
度
の
低
さ
が
気
が
か
り
だ
。

保
険
対
象
と

対
象
外
の
複
雑
さ

　

70
歳
の
女
性
が
白
内
障
の
手
術
を
受
け
る

際
、眼
科
医
か
ら
多
焦
点
レ
ン
ズ「
レ
ン
テ
ィ
ス
」

を
勧
め
ら
れ
た
。一
般
的
な
単
焦
点
レ
ン
ズ
よ

り
、ま
ぶ
し
さ
や
に
じ
み
が
少
な
い
。た
だ
し
、

健
康
保
険
の
対
象
外
で
手
術
・
診
療
・
薬
を
含

め
計
1
0
0
万
円
。女
性
は「
渋
々
大
金
を
払
っ

た
」と
い
う
。

　

日
経
新
聞
・「
規
制
・
岩
盤
を
崩
す
」の「
混
合

診
療　

こ
じ
れ
て
10
年
」（
4
月
8
日
朝
刊
）の

事
例
要
約
で
あ
る
。

　

記
事
は「
か
ら
く
り
は
こ
う
だ
」と
説
明
す
る
。

つ
ま
り
国
が
認
め
て
い
な
い
薬
や
治
療
法
を
受

け
る
と
、保
険
で
賄
え
る
診
察
や
検
査
も
含
め

全
額
負
担
に
さ
れ
る
。こ
の「
混
合
診
療
の
禁
止
」

が
原
因
、と
言
う
の
だ
。

　
「
多
焦
点
眼
内
レ
ン
ズ
を
用
い
た
水
晶
体
再

建
術
」は「
保
険
外
併
用
療
養
費
」制
度
の
対
象

で
、手
術
代
は
自
己
負
担
だ
が
、他
の
費
用
は
保

険
が
適
用
さ
れ
る
。た
だ
し
、最
新
の「
レ
ン
テ
ィ

ス
」だ
け
は
完
全
な
保
険
対
象
外
に
さ
れ
て
い

る
。

　

ど
れ
を
選
ぶ
か
、で
自
己
負
担
は
大
き
く
変

わ
る
。患
者
の
女
性
が
、そ
ん
な
選
択
肢
が
あ
る

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

　

保
険
外
併
用
療
養
費
は
、ど
の
医
療
機
関
に

も
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
先
進
医
療
」

を
施
す
に
は
医
療
技
術
ご
と
の
基
準（
専
門
医

の
担
当
、そ
の
経
験
年
数
等
）を
満
た
し
、厚
労

相
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

「
説
明
責
任
」が
問
わ
れ
る

　

保
険
対
象
と
保
険
対
象
外
と
を
組
み
合
わ

せ
て
提
供
は
で
き
な
い
が
、そ
の
例
外
が「
保

険
外
併
用
療
養
費
」で
あ
る
。二
種
類
あ
っ
て

「
選
定
療
養
」は
、患
者
が
主
に
快
適
さ
や
便
利

さ
を
求
め
る
差
額
ベ
ッ
ド
、予
約
診
療
、特
殊

材
料
の
入
れ
歯
な
ど
で
あ
る
。「
評
価
療
養
」は
、

保
険
対
象
に
す
る
か
ど
う
か
、を
評
価
中
の「
先

進
医
療
」に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
先
進
医
療
は
す
で
に
1
0
6
種

類
に
上
り
、実
施
機
関
も
全
国
延
べ
1
1
7
1

カ
所
と
少
な
く
は
な
い（
4
月
1
日
時
点
）。多

焦
点
レ
ン
ズ
も
全
国
2
6
0
カ
所
余
で
認
可
・

混合診療の解禁と
保険外併用の違い

規 制 緩 和

社会保障

宮
武 

剛 

の

syakaihosho
genron



29 健康保険■ 2013.6

 手術代（保険対象外） 他の費用（保険対象） 自己負担

先 進 医 療  
７０万円

 ７０歳以上１０万円×１割 ７１万円
実施機関   一般　　１０万円×３割 ７３万円

先進医療
認可外機関 ７０万円 １０万円 ８０万円

（仮に通院で手術代７０万円　他の検査・薬代・診察費等１０万円の場合）

全額自己負担の「レンティス」を除く。保険対象の「他の費用」が月額２６万７０００
円超は「高額療養費」制度で自己負担は軽減される。また７０歳以上の通院での自
己負担は月額上限1.2万円（いずれも上位所得者、現役並み所得者、低所得者を除く）

「多焦点レンズ」治療の自己負担 実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

白
内
障
の
手
術
に
は
一
般
的
に「
単
焦
点
レ

ン
ズ
」を
使
い
両
目
で
総
費
用
20
万
円
程
度
。保

険
適
用
で
70
歳
以
上
は
1
・
2
万
円
の
負
担
で

済
む（
高
額
療
養
費
適
用
の
場
合
、現
役
並
み

所
得
等
除
く
）。通
常
の
多
焦
点
レ
ン
ズ
は
約

70
万
円
、他
の
費
用
は
保
険
対
象
で
自
己
負
担

は
軽
減
さ
れ
る
。「
レ
ン
テ
ィ
ス
」を
使
う
と
約

1
0
0
万
円
も
か
か
っ
て
全
額
自
己
負
担
に

さ
れ
る（
い
ず
れ
も
通
院
の
場
合
、図
参
照
）。

　

医
療
機
関
で
、こ
の
程
度
の
説
明
は
し
て
い

る
の
か
。保
険
外
併
用
療
養
費
の
認
可
を
得
て

い
な
い
な
ら
、実
施
機
関
が
あ
る
こ
と
も
教
え

て
ほ
し
い
。

本
音
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

　

日
経
の
記
事
は
、混
合
診
療
の
解
禁
で「
選
択

肢
が
広
が
る
」、「
保
険
適
用
分
の
負
担
が
減
り
」

な
ど
と
政
府
の「
規
制
改
革
会
議
」元
委
員
の
主

張
を
紹
介
し
た
。

　

し
か
し
、混
合
診
療
の
禁
止
は
、何
よ
り
も
有

効
性
と
安
全
性
を
確
認
す
る
た
め
に
あ
る
。

　

混
合
診
療
の
是
非
を
め
ぐ
り
一
審
は
勝
訴
、

二
審
、最
高
裁
で
敗
訴
の
腎
臓
が
ん
患
者
の
訴

え
は
、未
承
認
の「
活
性
化
自
己
リ
ン
パ
球
移
入

療
養（
L
A
K
療
法
）」の
使
用
だ
っ
た
が
、厚
労

省
の
専
門
家
会
議
で
同
療
法
の
有
効
性
自
体
が

否
定
さ
れ
た
。

　

危
険
も
覚
悟
で
受
け
る
か
ら
、診
察
や
入
院

は
保
険
適
用
に
せ
よ
、と
い
う
主
張
も
根
強
い
。

だ
が
、現
物（
サ
ー
ビ
ス
）給
付
の
医
療
保
険
で
、

ど
こ
か
ら
、ど
こ
ま
で
を
保
険
対
象
外
と
し
て

「
線
引
き
」を
す
る
の
か
。術
前
・
術
後
の
検
査
、

副
作
用
を
抑
え
る
投
薬
な
ど
医
療
行
為
は
連

続
か
つ
全
体
で
成
り
立
ち
、分
断
は
極
め
て
難

し
い
。

　

未
承
認
の
薬
や
手
術
は
一
般
的
に
極
め
て
高

価
で
、患
者
に
と
っ
て
負
担
は
重
い
。そ
の
た
め

「
評
価
療
養
」と
い
う
試
行
段
階
を
経
て
、有
効

と
安
全
を
確
認
し
た
う
え
保
険
対
象
に
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、規
制
改
革
会
議
の
元
委
員
は
、保
険

対
象
の
拡
大
で「
保
険
財
政
が
持
た
な
い
」と
も

語
っ
た
。要
す
る
に
難
病
は
自
己
責
任
で
治
せ
、

と
い
う
こ
と
な
の
か
。

　

混
合
診
療
の
解
禁
は
、先
進
医
療
を
吟
味
し

な
が
ら「
公
的
な
医
療
」に
組
み
込
む
作
業
に
ま

で
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
の
だ
ろ
う
。

　

前
述
の
最
高
裁
判
決
時
、「
日
本
難
病
・
疾
病

団
体
協
議
会
」は
こ
う
声
明
し
た
。「
公
的
保
険

制
度
の
縮
小
と
自
由
診
療
に
大
き
く
道
を
開
く

混
合
診
療
の
解
禁
に
は
賛
成
で
き
な
い
」と
。

　

そ
の
危
機
感
は
、こ
の
記
事
で
も
裏
付
け
ら

れ
る
。

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
の
教
授
を
経
て
、

目
白
大
学
生
涯
福
祉
研
究
科
・
客
員
教
授
。Ｎ
Ｈ
Ｋ（
Ｅ
テ
レ
）「
福
祉
マ
ガ

ジ
ン
」編
集
長（
毎
月
、最
終
水
曜
日
午
後
８
時
放
映
）や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。


